
ません。
　つきましては、下記により本技能講習を開催いたしますので、関係者は修了されますようご案内します。

      同施行令別表第一に掲げる危険物（火薬取締法第２条第１項に規定する火薬類を除く。）を製造し、若しくは取り扱 い、又は
   シクロヘキサノ－ル、クレオソ－ト油、アニリンその他の引火点が65度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う
　 設備で移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。

１．期日、場所、定員  

２．受 講 資 格　 化学設備の取扱い作業に５年以上従事した経験を有する者。

３．受 　講 　料　 ≪一部科目免除者≫　８,８００円消費税率10％

４．使用テキスト 「化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者テキスト」　　　　    　         ２,２００円  (本体2000円 消費税200円)

「ボイラ－及び圧力容器安全規則」　 １,２１０円  (本体1100円 消費税110円)

５．日程〔科目及び時間〕

７．申し込方法

〒745-0034 【西京銀行銀南街支店　普通預金　0108079】

周南市御幸通り１－５　徳山御幸通ビル３階

一般社団法人 日本ボイラ協会山口支部　　TEL・FAX (0834)32-2942

８．そ　 の 　他　
　 下さい。（受付期間内でも定員に達した場合は受付を締切ります）

⑶講習修了者には修了証を交付します。

⑷受講票発行後は、既納の受講料は原則として返金できません。

⑸テキストの要否について必ず申込書の希望欄に○印をし、事前送付を希望される場合は送料550円を合わせた
   金額を申込時に納入してください（30冊程度まで同封可　超える場合はご相談ください）

⑹写真の裏面に必ず氏名と撮影年月を記入して下さい。

⑺岩国・周南会場は自動車での来場をご遠慮下さい。また、宇部も駐車場が狭小のためご留意下さい。

⑻請求書が必要な場合は申込書に必要事項をご記入ください。原本は受講票送付時に同封となります。

６．科 目 免 除 昭和49年5月25日以前に旧規程による第一種圧力容器取扱作業任者技能講習を修了した者は、　「第一種

圧力容器の構造に関する知識」と「第一種圧力容器の取扱に関する知識」の二科目が免除となります。

第３日目
１４:５５～１６:５５
１２:５０～１４:５０

９:００～１２:０５
＜昼食休憩＞

⑵資格証明欄には、必ず化学設備取扱従事期間の事業主証明印を受けて下さい。また、科目免除を受ける
　 場合は、第一種圧力容器取扱作業任者技能講習修了証の写しを添付して下さい。なお、当支部以外の教
   習機関発行の修了証の場合は講習第一日目に原本を受付に提示して下さい。

別紙申込書に所定事項を明確に記入し､ライカ版写真(ﾀﾃ36㎜、ﾖｺ24㎜)1枚の貼付と氏名、生年月日を証明

※ 郵送申請の場合の送金は、各締切日までに銀行振込又は現金書留にてお願いします。

　できる公的機関の証書(自動車免許証等)の写し又は住民票原本（個人番号の記載がないもの）を添付の上、

　受講料とテキスト代を添えて各会場講習日の10日前までに下記に持参又は郵送にてお申し込みください。

⑴受講申し込み受付後(銀行振込の場合は、入金確認後)、受講票を発行しますので当日、受付に提示して

　　また、修了証に旧姓又は通称の併記を希望する場合は、確認できる書類を添付して下さい。

令和　６年　９月

化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の開催案内

備関係第一種圧力容器取扱作業主任者の選任が必要であり、その作業主任者は標記技能講習を修了した者でなければなり

宇　 部

場　　　　所会　場 定　員 期　　　　日

６０人

日本ボイラ協会山口支部一般社団法人

       山口労働局長登録第２４号(登録有効期間令和 6年3月30日)

記

　労働安全衛生法施行令第６条第17号の作業のうち、化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業については、化学設

　△化学設備(労働安全衛生法施行令第9条の3)とは

岩　 国 ４０人
岩国市昭和町2-18

第１日目

第２日目

科　　　　　　目日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(本体価格18,000円　消費税1,800円)　　　　　　　　　　　　　　　(本体価格8,000円　消費税800円)

≪全科目受講者≫　１９,８００円

周 　南 １００人

９:００～１２:０５
＜昼食休憩＞

１２:５０～１７:００

１２:５０～１５:５５
１６:００～１７:００

１１月２９日(金) ・ １２月２日(月) ・３日(火)

１２月１０日(火) ・ １１日(水) ・ １２日(木)

１２月２３日(月) ・ ２４日(火) ・ ２５日(水)

※（宇部会場は16:00～18:00）

※（宇部会場は14:55～15:55）

  「宇部市多世代ふれあいｾﾝﾀ-」3階 第3講座室
宇部市琴芝町2-4-20

周南市清水1丁目

  「東ソ－クラブ」2階 201号室

  　日本製紙 「 錦 陽 館 」

時　　間

第一種圧力容器の取扱に関する知識

関　係　法　令

危険物及び化学反応に関する知識

第一種圧力容器の構造に関する知識

関　係　法　令

修　了　試　験

＜昼食休憩＞
９:００～１２:０５

１７:００～１８:００ ※（宇部会場は16:00～17:00）


